
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１７４号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１２月１０日 ２１時４５分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市三保埼東岸 

 清水灯台から真方位０４１°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°００.８０′ 東経１３８°３２.０１′） 

事故等調査の経過 平成２６年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 公
こう

太
た

郎
ろう

丸、５トン未満（長さ６.８３ｍ） 

２４２－１６８１３静岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 キール及び左舷側ビルジキールに擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、清水灯台南方沖での釣りを終え、船長が、清水港へ帰

ろうと前部甲板、左舷側及び右舷側をそれぞれ照らす作業灯３個を点
つ

けた状態で錨を巻き揚げ、船首を静岡市蒲原の町明かりの方向に向

け、航行を開始した。 

 船長は、同乗者２人が前部甲板で釣り道具の片付けを行っていたの

で、作業灯を点けた状態で、約２５km/h の対水速力で手動操舵によっ

て北進した。 

 本船は、船長が、反航船を左舷方に見て通過した後、作業灯の明か

りで左舷方に砂浜を認めたが、どうすることもできず、平成２６年 

１２月１０日２１時４５分ごろ三保埼東岸の砂浜に乗り揚げた。 

 本船は、主機を止め、船長及び同乗者２人が、砂浜に降りて船体を

沖の方へ押したが、動かず、海上保安庁へ通報し、１１日の満潮時、

船長が手配した船舶によって引き出された後、清水港の造船所にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約２.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

船長は、本事故当時、船体中央の機関室上方に備え付けた作業灯３

個及び両色灯を点けていたが、同位置に備え付けた全周灯は、視覚の

妨げになると思い、点けていなかった。 

船長は、本事故当時、いつも夜間航行時に点けている両舷の作業灯



２個のほか、釣り道具の片付けがしやすいと思い、前部甲板の作業灯

１個を点けていたので、眩しくて周囲が見えづらいと感じていた。 

船長は、ＧＰＳプロッターを備えていなかったので、夜間航行する

際には船首を蒲原の町明かりの方向に向け、目測で清水灯台までの離

岸距離を確認しながら航行していたが、本事故後、前部甲板を照らす

作業灯が眩しくて、離岸距離を見誤ったと思った。 

船長は、本船を約２３年前に購入し、月平均約１～２回使用し、平

成２６年は夜釣りに約４～５回使用していた。 

船長及び同乗者２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、三保埼東岸沖に向けて北進中、船長が、前部甲板及び両舷

の作業灯３個を点けていたことから、周囲が見えづらく、離岸距離を

確認できずに航行し、三保埼東岸の砂浜に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、本船が、三保埼東岸沖に向けて北進中、船長が、

前部甲板及び両舷の作業灯３個を点けていたため、周囲が見えづら

く、離岸距離を確認できずに航行し、三保埼東岸の砂浜に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間航行する際には、法定灯火を点灯し、見張りを妨げるおそれ

のある作業灯等を点けないこと。 

 


